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男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進

に
つ
い
て

厚
生

労
働

省
雇
用
環
境
・
均
等

局
職
業
生
活
両
立
課

令
和
元
年

1
2
月

1
6
日
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育
児
・
介
護
休
業
法
の
概
要
（
育
児
関
係
）


子
が
１
歳
（
保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
な
ど
、
一
定
の
場
合
は
、
最
長
２
歳
）
に
達
す
る
ま
で
の
育
児
休
業
の
権
利
を
保
障


父
母
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
は
、
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
１
年
間
【
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
】


父
親
が
出
産
後
８
週
間
以
内
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
、
再
度
の
育
児
休
業
の
取
得
が
可
能

育
児

休
業


小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
場
合
に
年
５
日
（
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
１
０
日
）
を
限
度
と
し
て
取
得
で
き
る
（
１
日
又
は
半
日
単
位
）

子
の

看
護

休
暇


３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
所
定
外
労
働
を
制
限


小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
月

24
時
間
、
年

15
0時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
制
限


小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
深
夜
業
（
午
後
１
０
時
か
ら
午
前
５
時
ま
で
）
を
制
限

所
定

外
労

働
・

時
間

外
労

働
・

深
夜

業
の

制
限


３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
短
時
間
勤
務
の
措
置
（
１
日
原
則
６
時
間
）
を
義
務
づ
け

短
時

間
勤

務
の

措
置

等


事
業
主
が
、
育
児
休
業
等
を
取
得
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
の
不
利
益
取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
禁
止


事
業
主
に
、
上
司
・
同
僚
等
か
ら
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
義
務
付
け

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
等


苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
援
助
、
調
停


勧
告
に
従
わ
な
い
事
業
所
名
の
公
表

実
効

性
の

確
保

※
有
期
契
約
労
働
者
は
、
下
記
の
要
件
を
満
た
せ
ば
取
得
可
能

①
同
一
の
事
業
主
に
引
き
続
き
１
年
以
上
雇
用

②
子
が
１
歳
６
か
月
（
２
歳
ま
で
休
業
の
場
合
は
２
歳
）
に
達
す
る
ま
で
に
、
労
働
契
約
（
更
新
さ
れ
る
場
合
に
は
、
更
新
後
の
契
約
）
の
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と

※
育
児
・
介
護
休
業
法
の
規
定
は
最
低
基
準
で
あ
り
、
事
業
主
が
法
を
上
回
る
措
置
を
と
る
こ
と
は
可
能

子
が

１
歳

（
保

育
所

に
入

所
で

き
な

い
な

ど
、

一
定

の
場

合
は

、
最

長
２

歳
）

に
達

す
る

ま
で

の
育

児
休

業
の

権
利

を
保

障
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〇
小
学
校
就
学

に
達
す
る
ま
で
の
子

を
養
育
す
る
場
合
に
、
育
児
に
関
す
る
目
的
で
利
用
で
き
る
休
暇
制
度
。

例
：
配
偶
者
出
産

休
暇
制

度
、

入
園
式
等
の
行

事
参
加
も
含
め
た
育
児
に
も
利
用
で
き
る
多
目
的
な
休
暇
制
度

な
ど

育
児

目
的
休
暇
制
度
（
努

力
義
務
）

〇
母
（
父
）
だ
け
で
な
く
父

（母
）も

育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
、
休
業
可
能
期
間
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
ま

で
（
２
か
月
分
は
父
（母

）の
プ
ラ
ス
分
）に

延
長
さ
れ
る
制
度
。

パ
パ

・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス

育
児
休
業

育
児
休
業

産
休

８
週

間

１
年
間

２
か
月

〇
配
偶
者
の
出

産
後
８
週
間

以
内

の
期
間
内
に
、
父
親
が
育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
特
別
な
事
情

が
な
く
て
も
、
再
度
の
取
得

が
可

能
。

出
産

後
８
週
間
以
内
の
父

親
の

育
児

休
業
取
得
の
促
進
（パ

パ
休
暇
）

育
児
休
業

育
児
休
業

産
休

８
週
間

１
年
間

育
休

男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
促
進
の
た
め
の
諸
制
度

3



0.
12

0.
42

0.
33

0.
56

0.
5

1.
56

1.
23

1.
72

1.
38

2.
63

1.
89

2.
03

2.
3

2.
65

3.
16

5.
14

6.
16

0510

8
11

14
16

17
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
1

2

○
育
児
休
業
取
得
率
は
、
女
性
は
８
割
台
で
推
移
し
て
い
る
一
方
、
男
性
は
低
水
準
で
は
あ
る
も
の
の
上
昇
傾

向
に
あ
る
（
平
成

30
年
度
：

6.
16
％
）
。

資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省
「
雇
用
均
等
基
本
調
査
」

（
※
）

平
成

22
年
度
調
査
ま
で
は
、
調
査
前
年
度

1年
間
。

(注
）

平
成

23
年
度
の
［

］
内
の
割
合
は
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
を
除
く
全
国
の
結
果
。

育
児
休
業
取
得
率
＝

出
産
者
の
う
ち
、
調
査
年
の

10
月
１
日
ま
で
に
育
児
休
業
を
開
始
し
た
者
（
開
始
予
定
の
申
出
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
の
数

調
査
前
年
の
９
月
３
０
日
ま
で
の

1年
間
（
※
）
の
出
産
者
（
男
性
の
場
合
は
配
偶
者
が
出
産
し
た
者
）
の
数

（
％
）

（
年
度
）

[
]

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
の
推
移

１
３
％

(2
02

0年
・
目

標
）

（
平
成
）

（
令
和
）

4



令
和

元
年

度
活

動
案

イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
事
業
）

■
「

イ
ク
メ
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
と

は
（

H2
2年

度
か

ら
実
施

）

○
積

極
的
に
育
児
を
す
る
「イ

ク
メ
ン
」
の
仕
事
と
の
両
立
に
取
り
組

む
「
イ
ク
メ
ン
企

業
」を

支
援
し
、
好
事

例
等
を
周

知
・
広
報

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○
表
彰
や
参
加
型
の
公

式
サ
イ
ト
な
ど
を
通

じ
て
、
企

業
及

び
個
人

に
対
し
仕
事

と
育

児
の
両

立
に
関
す
る
情
報
・
好

事
例
等

を
提
供
し
、

男
性
の
仕
事
と
育
児

の
両
立

の
促

進
を
図
る
と
と
も
に
、
男

性
の

育
児
休

業
取
得

に
関
す
る
社
会
的

な
気
運
の

醸
成
を
図

る
。

■
「

イ
ク
メ
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
の

ね
ら
い

○
男

性
の
育
児
休
業
の

取
得
や

育
児

短
時
間

勤
務
の

利
用
を
契

機
と
し
た
、
職

場
内

の
業

務
改
善

や
働
き
方

の
見
直

し
に
よ
る
ワ
ー
ク
・ラ

イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
の

実
現

○
男
性
の
育
児
に
参
画
し
た
い
と
い
う
希
望
の

実
現
や

育
児

休
業
の

取
得
促

進
、
女
性
の

継
続
就

業
率
と
出
生

率
の
向
上

★
男

性
の

育
児

休
業

取
得

率
６

.1
6%

(2
01

８
年

度
)

→
 1

3%
(2

02
0年

度
)

数
値

目
標

１
イ

ク
メ

ン
20

20
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
の

実
施

【
新

規
】

子
が

出
生

し
て

８
週

間
以
内

に
男

性
が

育
児
の

た
め

に
休

み
を

取
る

こ
と

を
勧

奨
し

、
男

性
の

育
児

参
加

を
促

す
た

め
、

全
国

的
な
普

及
啓

発

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

を
実

施
す
る

。

２
企

業
等

へ
の

働
き

か
け

の
実

施
企

業
担

当
者

や
企

業
に

働
き

か
け

を
行

う
自
治

体
を

対
象

と
し

た
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

、
職

場
内

研
修

資
料

等
の

周
知

広
報

等
を

通
じ
、

男
性

の

育
児

休
業

取
得

に
対

す
る
職

場
の

理
解

や
支
援

を
促

進
さ

せ
る

。

３
企

業
表

彰
・

イ
ク

ボ
ス

表
彰

の
実

施
男

性
の

育
児

と
仕

事
の

両
立

を
推

進
す

る
企
業

を
表

彰
す

る
「

イ
ク

メ
ン

企
業

ア
ワ

ー
ド

」
を

実
施

し
、

男
性

の
育

児
休

業
取

得
促
進

に
係

る
模

範
的

な
取

組
・

労
務

管
理
を

周
知

す
る

と
と
も

に
、

部
下

の
育

休
取

得
や

短
時

間
勤

務
等

に
際

し
、

業
務

を
滞

り
な

く
進

め
る

た
め
の

工
夫

を
し

つ
つ

、
自

ら
も

仕
事

と
生
活

を
充

実
さ

せ
て
い

る
男

女
管

理
職

を
表

彰
す

る
「

イ
ク

ボ
ス

ア
ワ

ー
ド

」
を

実
施

し
、

部
下

の
仕

事
と
育

児
の

両
立

を
支

援
し

て
い

る
管

理
職
の

モ
デ

ル
を

周
知
す

る
。

４
「

イ
ク

メ
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
公

式
サ

イ
ト

の
運

営
等

企
業

の
好

事
例

集
や

パ
ン
フ

レ
ッ

ト
等

関
係
資

料
の

作
成

・
掲

載
、

仕
事

と
育

児
の

両
立

体
験

談
の

掲
載

、

自
治

体
の

取
組

情
報

の
収
集

・
発

信
等

に
よ
り

広
く

情
報

提
供

を
図

る
。

５
イ

ク
メ

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
推

進
委

員
会

の
設

置
・

運
営

有
識

者
等

に
よ

る
「

推
進
委

員
会

」
を

設
置
し

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

内
容

・
実

施
方

法
に

つ
い

て
協

議
す

る
。
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男
性
が
育
児
休
業
や
育
児
目
的
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
職
場
風
土
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
そ
の
取
組
に
よ
っ
て
男
性
労
働
者
に
育
児
休
業
や
育
児
目

的
休
暇
を
取
得
さ
せ
た
事
業
主
に
対
し
て
助
成
す
る
。

※
育
児
目
的
休
暇
と
は
、
目
的
の
中
に
育
児
又
は
配
偶
者
の
出
産
支
援
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
休
暇
制
度
。

◆
関

連
す

る
政

府
目

標
：

男
性
の

育
児

休
業

取
得

率
→

13
％

以
上

（
20
20
年

ま
で

）
（

日
本

再
興

戦
略
20
16
）

①
②

男
性

労
働

者
の

育
休

取
得

●
男
性
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
風
土
づ
く
り
の
た
め
、
★
の
よ
う
な
取
組
を
行
う
こ
と
。

●
男
性
が
子
の
出
生
後

8週
間
以
内
に
開
始
す
る
連
続

14
日
以
上

(中
小
企
業
は
連
続

5日
以
上

)の
育
児
休
業

を
取
得
す
る
こ
と
。

③
育

児
目

的
休

暇
の

導
入

・
利

用
●
子
の
出
生
前
後
に
育
児
や
配
偶
者
の
出
産
支
援
の
た
め
に
取
得
で
き
る
休
暇
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
。

●
男
性
が
育
児
目
的
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
職
場
風
土
づ
く
り
の
た
め
、
★
に
準
じ
た
取
組
を
行
う
こ
と
。

●
上
記
の
新
た
に
導
入
し
た
育
児
目
的
休
暇
制
度
を
、
男
性
が
、
子
の
出
生
前
６
週
間
ま
た
は
出
生
後
８
週

間
以
内
に
合
計
し
て
８
日
以
上
（
中
小
企
業
は
５
日
以
上
）
取
得
す
る
こ
と
。

令
和
元
年
度
予
算
額

35
.9
（

36
.4
）
億
円
（
雇
用
勘
定
）

①
は
当

該
事

業
主

の
下

で
初
め

て
生

じ
た
育

児
休

業
取

得
者

。
②

は
１

企
業

当
た

り
１

年
度
1
0
人
ま

で
支
給

。
（

支
給

初
年

度
の

み
9人

ま
で

。
支

給
初

年
度

に
お

い
て

①
に

該
当
す

る
労

働
者

が
い

な
い

場
合

は
、
②

の
み

の
支
給

）
③

は
１

企
業

１
回

ま
で
。

主
な
支
給
要
件

中
小
企
業

中
小
企
業
以
外

①
１
人
目
の
育
休

取
得

57
万
円

<
72
万
円

>
28

.5
万
円

<
36
万
円

>

②
２
人
目
以
降
の

育
休
取
得

a 
育
休

5日
以
上
：

14
.2

5万
円

<
18
万
円

>
b 
育
休

14
日
以
上
：

23
.7

5万
円

<
30
万
円

>
c 
育
休

1ヶ
月
以
上
：

33
.2

5万
円

<
42
万
円

>

a 
育
休

14
日
以
上
：

14
.2

5万
円

<
18
万
円

>
b 
育
休

1ヶ
月
以
上
：

23
.7

5万
円

<
30
万
円

>
c 
育
休

2ヶ
月
以
上
：

33
.2

5万
円

<
42
万
円

>

③
育
児
目
的
休
暇

の
導
入
・利
用

28
.5
万
円

<
36
万
円

>
14

.2
5万

円
<

18
万
円

>

★
「職
場
風
土
づ
くり
の
取
組
」と
は
･･
･

職
場

風
土

作
り

①
１

人
目

す
で

に
男

性
の

育
児

休
業

取
得

実
績

が
あ

る
企

業

制
度

導
入

・
周

知

制
度

利
用

支
給
の
流
れ

男
性

労
働

者
の

育
児

休
業

１
年

度
10

人
ま

で
支

給

育
児

目
的

休
暇

②
２

人
目

以
降

１
事

業
主

１
回

ま
で

支
給

支
給
額

※
生

産
性

要
件

を
満

た
し
た

場
合

は
＜

＞
の
額

を
支

給

・
子

が
生

ま
れ

た
男
性

に
対

し
て

、
管

理
職

に
よ

る
育

休
取
得

の
勧

奨
を

行
う

・
管

理
職

に
対

し
て
、

男
性

の
育

休
取

得
に

つ
い

て
の

研
修
を

実
施

す
る

な
ど

の
取

組
を

い
い
ま

す
。

両
立
支
援
等
助
成
金
（
出
生
時
両
立
支
援
コ
ー
ス

:「
子
育
て
パ
パ
支
援
助
成
金
」
）
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